
２０２０年８月１４日 

一般社団法人全国手をつなぐ育成会連合会 

損害保険ジャパン株式会社 

日立キャピタル損害保険株式会社 

 

「手をつなぐ暮らしのおたすけプラン」の提供開始 

 

 知的障害児者とその家族や支援者で構成される一般社団法人全国手をつなぐ育成会連合会（会長： 

久保 厚子、以下「全育連」）と損害保険ジャパン株式会社（取締役社長：西澤 敬二（以下、 

「損保ジャパン」）、日立キャピタル損害保険株式会社（取締役社長：淀  圭二郎（以下、 

「日立キャピタル損保」）は、全国各地の育成会会員や障害福祉サービス事業所で働く賛助会員に 

対する福利厚生の一環として、家族が病気やケガで働けなくなったときに収入の一部を補償する所得 

補償保険「手をつなぐ暮らしのおたすけプラン」を展開し、２０２０年１０月１日から提供を開始 

します。 

 

１．背景 

知的障害児者の生活実態は家族との同居が圧倒的に多数であり、生計についても、障害児は 

もちろんのこと、成人期以降であっても障害基礎年金の金額が不十分なため、家族が支えるケースが 

多い状況にあります。そのため、家族が病気やケガで働けなくなることは、知的障害児者にとって 

大きなリスクとなります。また、育成会の賛助会員等になっていることも多い障害福祉サービス 

事業所等の職員（支援者）の病気やケガによる休業リスクを軽減し、不安なく働くことができる環境 

の整備も重要です。そこで、全育連は障害基礎年金の支給額引上げの働きかけと並行し、会員への 

福利厚生として所得補償保険の展開を検討してまいりました。 

損保ジャパンと日立キャピタル損保は、全育連とともに知的障害児者と暮らすご家族の不安や 

心配事に関して、調査を実施しました。会員から寄せられた声の多くは「親の病気やケガによる就業 

不能による生活費不足」や「親亡き後の知的障害児者の幸せな暮らしの確保」であることが判明 

しました。そこで、損保ジャパンと日立キャピタル損保は、全国組織である全育連のスケール 

メリットを生かした団体制度を福利厚生制度として提案し、最大満６５歳までの長期休業補償を実現 

する団体長期障害所得補償保険（以下、「ＧＬＴＤ」）に、加入者が亡くなった場合に葬祭費用や成年 

（未成年）後見人制度を利用する際の各種費用や遺産分割に関する法律相談費用を補償できる「葬祭 

費用等補償特約」を提供することになりました。葬祭費用等補償特約は国内損保で初めて団体長期 

障害所得補償保険向け特約として開発したもので、ＧＬＴＤに葬祭費用等補償特約をセットした 

「手をつなぐ暮らしのおたすけプラン」は国内で初めての販売となります。 

 

２．「手をつなぐ暮らしのおたすけプラン」の概要 

（１）対象者 

①全育連を構成する正会員（全国５５の都道府県および政令指定都市を区域とする手をつなぐ育成会）



に所属する個人会員や、ご家族のうち障害者本人の生計を支える方（障害者本人を含む） 

②育連事業所協議会所属事業所をはじめとする障害福祉サービス事業所の職員（支援者）のうち、 

賛助会員となっている方および特別賛助会員となっている事業所に所属する職員（支援者）。 

※「会員」とは、市区町村の手をつなぐ育成会・親の会に所属している人を指します。ただし、市区町村の手をつなぐ 

育成会・親の会に加入が難しい場合は全育連の賛助会員（機関誌「手をつなぐ」の購読申込みをしている人）や、特別 

賛助会員となっている事業所に所属する職員（支援者）も「会員」の範囲に含みます。 

 

（２）補償の概要 

以下の内容がセットになっています。 

①  団体長期障害所得補償保険 

 障害のある方とそのご家族、ご本人を支える支援者が病気やケガで働けなくなったとき（「就業障害」

といいます）に、収入を補償する保険です。大きな特長は就業障害発生時から最長満６５歳（６５歳 

満了）までの長期の補償を可能にしている点と、メンタル疾患による就業障害も補償の対象としている 

点です（メンタル疾患での保険金の支払いは最長２年間）。 

② 【業界初】 葬祭費用等補償特約 

 障害のある方とそのご家族、ご本人を支える支援者が亡くなった場合に、残されたご家族を守るため

の葬祭費用や成年（未成年）後見人制度を利用するための各種手続費用等を通算３００万円限度に補償

します。 

 

（引受保険会社） 

日立キャピタル損保（幹事）・損保ジャパン（非幹事） 

 

３．今後について 

「手をつなぐ暮らしのおたすけプラン」は全育連が福利厚生として提供する第一弾の制度と 

なりますが、今後も様々な課題を抱える知的障害児者とその家族にお役に立てるように、全育連、 

損保ジャパンおよび日立キャピタル損保は会員皆様の幸せな生活を支える各種商品・サービスを検討 

していく予定です。 

 

以上 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

一般社団法人全国手をつなぐ育成会連合会 

   東京事務所  田中 正博 （TEL：０３－５３５８－９２７４） 

損害保険ジャパン株式会社 

   企画開発部  柵 忠之  （TEL：０３－３３４９－３８８６） 

   広報部    麻生 博之 （TEL：０３－３３４９－３７２２） 

日立キャピタル損害保険株式会社 

   新事業開発部 阪東 史朗 （TEL：０３－５２７６－５６０７） 


